
３２

受け られ る名称 受け ら れ る 制度の内容 受けるための収入などの要件（必要条件） 計 算 の元に な る 期間 ・ 年 齢 / 対象
受 け る 料 金 が
変 更 さ れ る 月 問合せ先

傷 病 手 当 金
社 会 保 険

●被保険者が病気やけがで仕事を休み、十分な給料を支払われない時に支給さ
れます。

●傷病手当金より多い報酬を受けた場合は支給されず、
傷病手当金より少ない報酬であれば差額が支給されま
す。 （報酬については自分が加入している協会けんぽ
などにお問合せください。）

受給開始前１年間の標準報酬月額により計算されます。 特になし

保険証記載が全国健康保険
協会なら協会けんぽ
または年金事務所

それ以外は保険証記載機関
出 産 手 当 金

●被保険者が出産のため会社を休み、給料の支払いを受けなかった場合、産前
産後の期間に支払われます。

失 業 給 付
（一般求職者給付）

雇 用 保 険

●一般被保険者（６５歳以上の高年齢被保険者など以外の被保険者）が離職し、
労働の意思および能力があるにもかかわらず、職業につくことができない時に、
条件を満たした場合に支給されます。
●病気やけがで働けない場合は、手続きすることにより失業給付を受けられる
期間を延長することができます。

失業状態で収入がないことです。

〇収入が無くても自営業開業の準備を進めていると失業
状態と認められない場合があります。

原則として、退職の直前６か月分の給料の額により計算されます。
毎年８月に給付額の
上限下限などが法律
により決定されます。

ハローワーク介 護 休 業 給 付
●配偶者や父母、子などの対象家族を介護するために休業をし、条件を満たした
場合に支給されます。 〇休業中に給料の支払いを受けたり就業したりすると、

減額したり不支給となったりする場合があります。
育 児 休 業 給 付

●被保険者が１歳（条件を満たした場合は１歳２か月、１歳６か月、２歳）に満たない
子を育てるために育児休業を取得した場合、条件を満たした場合に支給されます。

高 年 齢
雇 用 継 続 給 付

●６０歳以上６５歳未満の被保険者が条件を満たした場合に支払われます。
◇原則として６０歳時点の賃金より７５%未満の賃金で働いている場合に支給され
ます。

賃金が６０歳時点で、登録された賃金の７５%未満に低下
していることが条件です。

原則として、６０歳到達時の直前６か月分の給料の額により計算されます。

障 害 厚 生 年 金
・

障 害 基 礎 年 金

厚 生 年 金
●病気やけがによって生活や仕事が制限されるようになった場合、現役世代も
含めて受け取ることができる年金です。

〇障害の原因となった病気やけがの初診日、年齢、障害の状態、過去の保険料
の納付状況によって受け取れる年金の種類や金額が変わります。要件を満たさ
ない場合は受け取れません。

なし

厚生年金加入月数と、その月ごとの標準報酬月額と、標準賞与額から
計算されます。障害厚生年金１級と２級は、対象となる配偶者がいれば
加給年金がつきます。
◇要件によっては、加入月数が３００ケ月に満たない場合は、３００ケ月
とみなされる最低補償額の設定もあります。

法律の定めによる
変更は、毎年４月
（６月１５日の
支払い分から）

ただし本人とその家族
の事情により年金額が
変更になる場合が
あります。

年金事務所または共済組合、
市町村国保年金課

（該当先は加入している
制度と加入してきた制度
により変わります。）

国 民 年 金

〇 ２０歳前の障害基礎年金は、前年の所得額が
４,７２１,０００円を超える場合は全額が支給停止となり、
３,７０４,０００円を超える場合は２分の１の基礎年金が
支給停止となります。

要件を満たしていれば、障害基礎年金１級は年額９７２,２５０円、障害基
礎年金２級は７７７,８００円の一律の額です。
◇対象となる子がいれば加算されます。

遺 族 厚 生 年 金
・

遺 族 基 礎 年 金

厚 生 年 金

一家の働き手の人や年金を受け取っている人などが亡くなられた時に、家族に給
付される年金です。

●亡くなられた人の年金の加入状況などによって遺族基礎年金、遺族厚生年金の
いずれか、または両方の年金が受け取れます。
●遺族基礎年金は亡くなられた方によって生計を維持されていた「子のある配偶
者」または 「子」が受け取ることができます。
〇亡くなられた人の年金の納付状況、受け取る人の年齢・優先順位などの要件を
満たさない場合は受け取れません。

申請する遺族の前年の収入が８５０万円（もしくは所得が
６５５万５千円）未満であることが要件です。

●厚生年金加入月数とその月ごとの標準報酬月額と標準賞与額から計算さ
れます。 ◇要件によっては、加入月数が３００ケ月未満の場合３００ケ月と
みなされる最低保証の設定もあります。 ◇夫、父母、祖父母（※１）が受け
取る場合は、亡くなった方の死亡当時、※１の年齢が５５歳以上で６０歳以降
に受け取りが始まります。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中に限り６０歳よ
り前でも遺族厚生年金を受け取ることができます。
◇対象となる子どものいない３０歳未満の妻は、受けられる期間は５年間が
上限です。

国 民 年 金
●要件を満たしていれば遺族基礎年金の額は、一律の額（７７７,８００円）と
なります。また子の人数に応じて加算されます。
〇対象となる子がいない配偶者には支給されません。

死 亡 一 時 金
・

寡 婦 （かふ）年 金
国 民 年 金

国民年金独自の給付です。
●死亡一時金は、国民年金の１号の保険料を３６か月以上納付した人が死亡した
ときに遺族が受け取れます。
●寡婦年金は、亡くなられた夫によって生計を維持され、婚姻（こんいん）関係が
１０年以上であり、その他の要件を満たした妻が受け取れます。

申請する遺族の前年の収入が８５０万円（もしくは所得が
６５５万５千円）未満であることが要件です。

●死亡一時金・寡婦年金ともに、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けな
いまま亡くなった場合、保険料を納めた月数に応じて支払われます。
●要件（条件）に該当する場合は、寡婦年金として受け取ることもでき、
妻が６０歳から６５歳に到達するまで受け取ることができます。

年金事務所、
市町村国保年金課

特 別 支 給 の
老 齢 厚 生 年 金 ・

老 齢 厚 生 年 金 ・

老 齢 基 礎 年 金

厚 生 年 金 ●公的年金制度の加入者であった人の老後の保障として給付されます。
◇原則として６５歳になったときに支給が始まり、生涯にわたって受け取ることが
できます。
◇特別支給の老齢厚生年金は、生年月日によって支給開始年齢が異なります。

〇社会保険加入者は、給料・賞与・年金月額の合計によ
り年金が停止されることがあります。
〇失業給付受給中も年金が停止されることがあります。

厚生年金加入月数とその月ごとの標準報酬月額が元となります。
●６５歳になる前に厚生年金に４４年以上加入したり、一定の障害の状態に
ある場合は長期特例、障害者特例といって特別支給の老齢厚生年金が増額
する場合があります。

年金事務所または共済組合

国 民 年 金 なし
２０歳から６０歳までの年金加入期間（国民年金加入期間＋免除期間＋厚生
年金加入期間）が元となります。

年金事務所または共済組合、
市町村国保年金課 （該当先は加入して

いる制度と加入してきた制度により変わります。）

介 護 サ ー ビ ス 介 護 保 険 ●要介護認定を受けた高齢者など介護を必要とする人が受けられます。
４０歳以上６５歳未満の人、市民税非課税の人、生活保
護受給者は、所得にかかわらず支払い額は１割負担とな
ります。

介護サービスの利用料は前年の所得により、支払額が１割から３割となりま
す。
◇介護度によりサービスの支給限度額が変わります。

毎年８月 市町村介護保険課

児 童 扶 養 手 当
（いわゆる母子手当）

●離婚による一人親世帯など、父または母と生計を同じくしていない児童のため
に手当が支給されます。

〇扶養親族数による所得制限限度額を超えると全部ま
たは一部が停止されます。
〇その年の途中に家計が激減することがあっても増額す
ることはありません。

申請する人の前年（１月から１２月）の所得が元となります。
◇申請が１月から９月の場合は前々年の所得が元となります。

毎年１１月

市町村子ども家庭課

児 童 手 当

●中学校３年生までの児童を養育している方に支給されます。
●月額で、３歳未満１５,０００円、３歳以上１０,０００円、第３子以降は１５,０００円が
支給されます。
◇一定の収入以上は一律５,０００円となり、１,２００万円以上の収入は支給があり
ません。

〇その年の途中に家計が激減することがあっても増額す
ることはありません。
〇令和４年６月から、受給者の年収が１,２００万円以上
の場合、給付（１０月支給分から）が停止されます。

毎年６月

給 付 奨 学 金
（ 返 済 不 要 ）

進 学 前 の
高 校 生 対 象 ●経済的な理由で大学・専門学校の進学や修学が困難な学生への支援として、

「給付型奨学金の支給」と 「授業料・入学金の免除/減額」が行われます。
◇高校生の申請期間は４月下旬からですが、進学予定の学校により締切りが違
います。
◇大学生の申請期間は毎年４月・９月です。

◇収入基準は、住民税非課税世帯またはそれに準ずる
世帯が対象となります。
◇資産基準は、申し込み時点での本人と生計維持者（原
則は父母）の資産額の合計が２,０００万円未満（生計維
持者が１人の場合は１,２５０万円未満）の世帯が対象と
なります（世帯収入の状況により額が変わります）。
●大学生対象の奨学金は、上記以外でも生計維持者の
一方（または両方）が被災や病気などにより家計が急変
した時も対象となります。

生計維持者の収入により判断されます。
◇ 例） ２０２３年度に進学予定で進学前に申し込んだ場合、生計維持
者（原則は父母）およびび本人の、２０２１年１月～１２月の収入に基づく
２０２２年度の住民税情報により算出された支給額算定基準額により
判断されます。

毎年１０月
ただし、家計急変での
給付の場合は３ヵ月ごと

日本学生支援機構

大 学 生 対 象

生計維持者（原則は父母）および本人の収入により判断されます。
◇ 例） ２０２２年４月または２０２１年９月に申し込んだ場合、２０２０年
（１月～１２月）の収入に基づく２０２１年度住民税情報により算出された
支給額算定基準額により判断されます。

インディペンデント 記念すべき第２０号特集-２

私たちが受けられるもの （社会保障）

私たちが払った保険料や税金は私たちが困ったときに助けてくれます。助けてもらうには条件があり、
条件に当てはまっても申請しないともらえません。 今回の記載内容は、７０歳未満の現役世代に照準をあ
て、令和４年９月１日時点での愛知県豊田市を参考にしたものです。市町村によって違いがあること、今後の改正等
により変更があること、その他にも受けられるもの（例～生活保護）がありますことをご承知おきくださいね。

※説明内では、●→受けられるもの、〇→受けられない、減額するもの、◇→補足 に付けています♪
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